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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の第１主表面に、第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極の少なくとも一部を覆うように、絶縁膜前駆体を塗布する工程と、
　前記絶縁膜前駆体を仮硬化させる工程と、
　少なくとも前記絶縁膜前駆体上に、導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁する
ように塗布する工程と、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程と、
　前記絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程と、
を有し、
　前記導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁するように塗布する工程は、前記絶
縁膜前駆体を仮硬化させる工程後に行われ、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少なくとも一部と前記絶縁膜前
駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行われることを特徴とす
る太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程全体が、前記絶縁膜前駆体を本硬
化させて絶縁膜とする工程全体と同時に行われることを特徴とする請求項１に記載の太陽
電池の製造方法。
【請求項３】
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　前記絶縁膜を、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド
樹脂、フッ素樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、ポリウレタン、エポキ
シ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂及びポバール樹脂から選択される１種類以上の
樹脂を含有するものとすることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の太陽電池の製
造方法。
【請求項４】
　前記導電性ペーストを、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール
樹脂及びシリコーン樹脂から選択される１種類以上の樹脂を含有するものとすることを特
徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項５】
　前記半導体基板を、結晶シリコン基板とすることを特徴とする請求項１から請求項４の
いずれか１項に記載の太陽電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高効率太陽電池の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　結晶シリコン太陽電池の光電変換効率を向上させる手法として、近年では受光面の電極
を廃して電極の影による光学的損失を無くした、所謂裏面電極型太陽電池が広く検討され
るようになってきた。
【０００３】
　図１は裏面電極型太陽電池の裏面の一例を示した模式図であり、また、図２は図１の一
点鎖線Ａにおける断面を示したものである。図１に示すように、太陽電池１００において
、半導体基板（例えば結晶シリコン基板）１１０の裏面（第１主表面）に、エミッタ領域
（エミッタ層）１１２が形成されている。また、エミッタ領域１１２を挟んで、ベース領
域（ベース層）１１３がストライプ状に形成されており、エミッタ領域１１２の上にエミ
ッタ電極１２２が形成され、更に複数のエミッタ電極１２２がエミッタバスバー（エミッ
タ用バスバー電極）１３２で連結されている。また、ベース領域１１３の上にはベース電
極１２３が形成され、複数のベース電極１２３がベースバスバー（ベース用バスバー電極
）１３３で連結されている。一方でベース電極１２３とエミッタ領域１１２、及び、エミ
ッタ電極１２２とベース領域１１３は絶縁膜１１８で電気的に絶縁されている。また、図
２に示すように、太陽電池１００は、半導体基板１１０の第１主表面及び第２主表面上に
パッシベーション膜１１９を備える。なお、図１ではパッシベーション膜１１９を省略し
ている。
【０００４】
　上記の構造は、エミッタ電極１２２とベース電極１２３を形成した後、樹脂塗布剤をス
クリーン印刷やインクジェット印刷、あるいはディスペンス塗布によって基板上の所定箇
所へ塗布し、熱処理やＵＶ照射によって完全に硬化させてから、銀、銅、アルミニウム等
の導電体を主成分とした樹脂硬化型導電性ペーストをスクリーン印刷やインクジェット印
刷、あるいはディスペンス塗布によって基板上の所定箇所へ塗布し、熱処理で硬化するこ
とで形成される、というのが一般的であった。
【０００５】
　特許文献１では、絶縁膜にポリイミド組成物を使用し、１４０℃、１０分の加熱と２５
０℃、約３０分間の加熱により絶縁膜を硬化した後、この上に銀ペーストを印刷し、４０
０℃以上で３０秒の焼成により電極を形成する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－６９５９４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１のように、絶縁膜を十分に硬化させた後に熱硬化型電極を更
に積層して熱処理すると、熱処理が長時間にわたり、生産性が著しく低下するというだけ
でなく、絶縁膜に過剰な熱量が加わって靱性が低下するか、あるいは絶縁膜が収縮して十
分な絶縁性能が得られなくなるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、生産性が高く、高い光電変換特
性を有する太陽電池の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明では、
　半導体基板の第１主表面に、第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極の少なくとも一部を覆うように、絶縁膜前駆体を塗布する工程と、
　前記絶縁膜前駆体を仮硬化させる工程と、
　少なくとも前記絶縁膜前駆体上に、導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁する
ように塗布する工程と、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程と、
　前記絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程と、
を有し、
　前記導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁するように塗布する工程は、前記絶
縁膜前駆体を仮硬化させる工程後に行われ、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少なくとも一部と前記絶縁膜前
駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行われることを特徴とす
る太陽電池の製造方法を提供する。
【００１０】
　このような方法であれば、生産性が高く、高い光電変換特性を有する太陽電池を製造す
ることができる。
【００１１】
　また、前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程全体が、前記絶縁膜前駆体
を本硬化させて絶縁膜とする工程全体と同時に行われることが好ましい。
【００１２】
　このような方法であれば、絶縁膜前駆体の本硬化時に絶縁膜前駆体に加わる熱量をより
適切なものとすることができる。
【００１３】
　また、前記絶縁膜を、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド
イミド樹脂、フッ素樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、ポリウレタン、
エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂及びポバール樹脂から選択される１種類
以上の樹脂を含有するものとすることが好ましい。
【００１４】
　これらの樹脂は、化学的に安定で使用可能温度が高く、パターン形成が容易であるため
、本発明の方法では、絶縁膜はこれらの樹脂を含有することが好ましい。
【００１５】
　また、前記導電性ペーストを、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、フェ
ノール樹脂及びシリコーン樹脂から選択される１種類以上の樹脂を含有するものとするこ
とが好ましい。
【００１６】
　これらの樹脂は、化学的に安定で使用可能温度が高く、パターン形成が容易であるため
、本発明の方法では、導電性ペーストはこれらの樹脂を含有することが好ましい。
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【００１７】
　また、前記半導体基板を、結晶シリコン基板とすることが好ましい。
【００１８】
　本発明は、結晶シリコン基板を備える太陽電池の製造に特に好適である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の方法であれば、簡易な工程で高い光電変換効率の太陽電池が得られる。特に、
導電性ペーストの硬化と絶縁膜前駆体の本硬化を同時に行うことによって、これらの材料
の硬化にかかる時間の合計を短くすることができる。また、当該同時硬化を行う場合、絶
縁膜を十分に硬化させた後に第２電極を形成する従来の方法と比べて、絶縁膜前駆体に加
わる熱をより適切なものとすることができ、得られる絶縁膜の靱性が維持される。このよ
うに、本発明の方法は、従来の方法と比べて、絶縁膜前駆体に過剰な熱量が加わりにくい
ため、絶縁膜が収縮して十分な絶縁性能が得られなくなるという問題を防ぐことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】裏面電極型太陽電池の裏面構造を示す図である。
【図２】裏面電極型太陽電池の断面構造を示す図である。
【図３】本発明に係る別の形態の裏面電極型太陽電池の裏面構造を示す図である。
【図４】本発明に係る別の形態の裏面電極型太陽電池の断面構造を示す図である。
【図５】本発明に係る別の形態の裏面電極型太陽電池の異なる位置における断面構造を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００２２】
　上記のように、生産性が高く、高い光電変換特性を有する太陽電池の製造方法が求めら
れている。
【００２３】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を行った。その結果、
　半導体基板の第１主表面に、第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極の少なくとも一部を覆うように、絶縁膜前駆体を塗布する工程と、
　前記絶縁膜前駆体を仮硬化させる工程と、
　少なくとも前記絶縁膜前駆体上に、導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁する
ように塗布する工程と、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程と、
　前記絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程と、
を有し、
　前記導電性ペーストを前記第１電極と電気的に絶縁するように塗布する工程は、前記絶
縁膜前駆体を仮硬化させる工程後に行われ、
　前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少なくとも一部と前記絶縁膜前
駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行われることを特徴とす
る太陽電池の製造方法が、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して具体的に説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
【００２５】
　本発明の太陽電池の製造方法は、図１、２に示す太陽電池に適用できる。以下に、具体
的な本発明の太陽電池製造方法をＮ型基板の場合を例に図１、２を用いて説明する。
【００２６】
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　まず、Ｎ型結晶シリコン基板等のＮ型半導体基板を準備する。具体的には、高純度シリ
コンにリン、ヒ素、又はアンチモンのような５価元素をドープし、比抵抗０．１～５Ω・
ｃｍとしたアズカット単結晶｛１００｝Ｎ型シリコン基板を準備することができる。
【００２７】
　次に、太陽電池の反射率を低下させるため、半導体基板の受光面にテクスチャと呼ばれ
る微小な凹凸の形成を行うことができる。
【００２８】
　次に、図１、２に示すように、半導体基板１１０の裏面（第１主表面）に、半導体基板
１１０と逆の導電型のエミッタ領域１１２及び半導体基板１１０と同じ導電型のベース領
域１１３を形成する。エミッタ領域１１２及びベース領域１１３の形成方法は特に限定さ
れず、従来公知の方法を用いることができる。例えば、エミッタ領域１１２はＢＢｒ３等
を用いた気相拡散によって形成できる。また、ベース領域１１３はオキシ塩化リンを用い
た気相拡散によって形成できる。また、エミッタ領域１１２及びベース領域１１３を形成
する際には、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等からなる拡散マスクを用いることによっ
て、所望の形状のエミッタ領域１１２及びベース領域１１３を形成することができる。例
えば、図１に示すように、縞模様のベース領域１１３を形成し、該ベース領域１１３を形
成する箇所以外にエミッタ領域１１２を形成することができる。
【００２９】
　次に、半導体基板１１０の受光面及び裏面に窒化シリコン膜、酸化シリコン膜等からな
るパッシベーション膜１１９を形成する。窒化シリコン膜はＣＶＤ法により、酸化シリコ
ン膜はＣＶＤ法又は熱酸化法により形成することができる。
【００３０】
　次に、半導体基板の第１主表面に、第１電極を形成する。図１に示した裏面構造の太陽
電池の場合、エミッタ領域１１２とベース領域１１３の上に、第１電極として、水平方向
に延びたエミッタ電極１２２とベース電極１２３を形成する。
【００３１】
　第１電極の形成方法に特に制限は無いが、生産性の観点から、導電性ペーストのスクリ
ーン印刷又はディスペンサー形成するのが良い。この場合のエミッタ電極１２２とベース
電極１２３は、Ａｇ粉末及びガラスフリットを有機バインダーと混合したＡｇペーストを
、パッシベーション膜１１９を介してエミッタ領域１１２とベース領域１１３の上へ塗布
して乾燥後、１～３０分間７００～８８０℃程度の温度で焼成することにより形成される
。この熱処理によりパッシベーション膜１１９がＡｇペーストに侵食され、電極とシリコ
ンが電気的に接触する。
【００３２】
　また、メッキを適用しても良い。この場合は電極形成箇所の基板表面を露出させる必要
があるため、当該箇所のパッシベーション膜１１９を例えばレーザーアブレーションで除
去する。
【００３３】
　次に、第１電極の少なくとも一部を覆うように、絶縁膜前駆体を塗布する。図１に示し
た裏面構造の太陽電池を製造する場合、絶縁膜前駆体を、エミッタ領域１１２とベースバ
スバー１３３の交差箇所、及び、ベース領域１１３とエミッタバスバー１３２の交差箇所
に塗布する。この場合、直線状に形成された第１電極であるエミッタ電極１２２のうち、
ベースバスバー１３３と交差する領域のみが絶縁膜前駆体によって覆われる。また、直線
状に形成された第１電極であるベース電極１２３のうち、エミッタバスバー１３２と交差
する領域のみが絶縁膜前駆体によって覆われる。絶縁膜前駆体は、後述する仮硬化及び本
硬化を経て絶縁膜となる。
【００３４】
　絶縁膜には、化学的に安定で使用可能温度が高いことや、パターン形成が容易であると
いった特性が求められることから、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、
ポリアミドイミド樹脂、フッ素樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、ポリ



(6) JP 6162918 B1 2017.7.12

10

20

30

40

50

ウレタン、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、又はポバール樹脂を主成分
とした樹脂が使用できる。これらの樹脂は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて使用
できる。
【００３５】
　また、絶縁膜前駆体の形成方法に関して特に制限は無いが、生産性の観点から、上記樹
脂や上記樹脂の原料を溶剤等でペースト状にした前駆体を用い、これをスクリーン印刷又
はディスペンサー形成するのが良い。溶剤は、絶縁膜に含まれる樹脂に応じて適宜選択す
ることができる。例えば、ポリイミド樹脂を含む絶縁膜を形成する場合、Ｎ－メチル－２
－ピロリドン等を使用することができる。
【００３６】
　次に、絶縁膜前駆体を仮硬化させる。具体的には、絶縁膜前駆体であるペーストを印刷
した後、大気中で低温の熱処理を行い、絶縁膜前駆体を仮硬化させる。ここで仮硬化とは
、絶縁膜前駆体の溶媒を揮発させて乾燥させると同時に、この後の工程で絶縁膜前駆体が
塑性変形を受けない程度の硬化を行うことである。
【００３７】
　この際の熱処理条件は、用いる絶縁膜前駆体によって最適化されるべきであるが、概ね
８０℃から２００℃程度、好ましくは１２０℃から２００℃程度で１分から１０分程度の
熱処理で十分であることが多い。熱量が不十分である、すなわち、この時点で仮硬化が達
成されないと、この後の工程で電極を積層した際に絶縁膜前駆体が変形して局所的に薄く
なり、短絡が発生しやすくなる。逆に、この時点でより多くの熱量をかけて絶縁膜前駆体
を本硬化させてしまうと、この後の工程で電極を硬化させる際に絶縁膜前駆体に過剰な熱
量がかかって、絶縁膜前駆体が収縮して局所的に薄くなり、短絡が発生しやすくなる。
【００３８】
　上記のように絶縁膜前駆体を仮硬化させた後、少なくとも絶縁膜前駆体上に、導電性ペ
ーストを第１電極と電気的に絶縁するように塗布する。当該導電性ペーストは第２電極を
形成するためのものである。すなわち、本発明によれば、第１電極と第２電極を絶縁膜に
よって電気的に絶縁することができる。ここで、第１電極がエミッタ電極１２２である場
合、第２電極としてはベースバスバー１３３が挙げられる。また、第１電極がベース電極
１２３である場合、第２電極としてはエミッタバスバー１３２が挙げられる。すなわち、
図１に示すように、異なる導電型用の第１電極と第２電極のみを絶縁膜によって電気的に
絶縁し、同じ導電型用の第１電極と第２電極は電気的に導通することができる。
【００３９】
　第２電極（エミッタバスバー１３２とベースバスバー１３３）は、化学的に安定で使用
可能温度が高いことや、パターン形成が容易であるといった特性が求められることから、
銀、銅又はアルミニウムの粉末をエポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、フェ
ノール樹脂、あるいはシリコーン樹脂と混合させてペースト状にし、これをスクリーン印
刷又はディスペンサー形成するのが良い。これらの樹脂は１種を単独で又は２種以上を組
み合わせて使用できる。
【００４０】
　この場合、ペーストを印刷した後に溶媒を揮発させて塗布膜を乾燥させるため、大気中
で低温の熱処理を行うのが良い。この乾燥工程は、塗膜のレベリングを防ぐうえで重要で
ある。熱処理条件は用いる絶縁膜前駆体によって最適化されるべきであるが、概ね８０℃
から２００℃程度で１分から３分程度の熱処理を行い、溶媒を揮発させて乾燥させる。こ
の時の熱処理は、ホットプレートで枚葉処理しても良いし、ベルト炉やウォーキングビー
ム炉を用いても良い。
【００４１】
　続いて、導電性ペーストを硬化させて第２電極とする。また、絶縁膜前駆体を本硬化さ
せて絶縁膜とする。本発明では、導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少な
くとも一部と絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行
われる。具体的には、基板を２００℃から４００℃の大気中で１０秒から５分程度熱処理
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し、絶縁膜前駆体の本硬化とバスバーを形成するための導電性ペーストの硬化を同時に行
う。２００℃以上であれば十分な硬化と接着強度が得られ、また、４００℃以下であれば
樹脂に加わる熱をより適切なものとすることができ、得られる絶縁膜の靱性が維持される
。この時の熱処理は、ベルト炉やウォーキングビーム炉等のインライン装置が好適に用い
られる。
【００４２】
　ここで、第２電極の硬化温度が絶縁膜前駆体の本硬化温度よりも高い場合、第２電極の
硬化温度に到達する手前で絶縁膜前駆体の本硬化が始まる。この場合は、導電性ペースト
を硬化させて第２電極とする工程の一部と絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程
の一部が同時に行われる。一方で、第２電極の硬化温度と絶縁膜前駆体の本硬化温度が同
じ場合、導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程全体と絶縁膜前駆体を本硬化さ
せて絶縁膜とする工程全体とを同時に行うことができる。後者の場合、絶縁膜前駆体の本
硬化時に絶縁膜前駆体に加わる熱量をより適切なものとすることができる。
【００４３】
　以上、基板がＮ型の場合を例に説明したが、基板がＰ型の場合も本発明の方法は適用で
きる。すなわち、エミッタ層としてＮ型層を、ベース層としてＰ型層を設ければよい。
【００４４】
　本発明の方法は、図３～５に示す太陽電池にも適用できる。図３は本発明を用いた別の
形態の太陽電池としてエミッタラップスルー型太陽電池３００の裏面を示す図であり、図
３中の一点鎖線Ａ及びＢにおける断面を示したのが図４と図５である。尚、図４、５は受
光面が下向きになっている。
【００４５】
　この形態では基板１１０の裏面の大部分がベース領域１１３と該ベース領域１１３上に
形成されたベース電極１２３で占められ、エミッタ領域１１２は絶縁膜１１８に挟まれた
領域に島状に形成されている。一方で受光面はエミッタ領域１１２が占めており、基板１
１０に開けられたビアホールを経由して裏面のエミッタ領域１１２に通じている。また、
エミッタ電極１２２も受光面と裏面でビアホールを経由して接続されている。受光面上に
はパッシベーション膜１１９が形成されている。また、基板１１０の裏面のベース電極１
２３上にベースバスバー１３３が直線状に形成されている。また、基板１１０の裏面のエ
ミッタ領域１１２及びエミッタ電極１２２上にエミッタバスバー１３２が直線状に形成さ
れている。但し、図５に示すように、第２電極であるエミッタバスバー１３２と第１電極
であるベース電極１２３とが交差する領域においては、ベース電極１２３は絶縁膜１１８
で覆われている。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実
施例に限定されるものではない。
【００４７】
（実施例１）
　本発明の方法を用いて、図１、２に示す太陽電池の作製を行った。
【００４８】
　１５０ｍｍ角、厚さ２００μｍ及び比抵抗１Ω・ｃｍのリンドープ＜１００＞ｎ型アズ
カットシリコン基板において、基板の裏面にエミッタ領域とベース領域を形成した。
【００４９】
　この基板を９００℃の酸素雰囲気で１０分間熱処理し、基板の両面に酸化シリコン膜を
形成した。続いて基板両面に、更にプラズマＣＶＤにより、膜厚９０ｎｍの窒化シリコン
膜を形成した。
【００５０】
　その後上記エミッタ領域とベース型領域に、スクリーン印刷によりＡｇペーストを塗布
し、８００℃、３秒間の熱処理を行ってＡｇペーストを硬化させ、エミッタ電極とベース
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電極を形成した。
【００５１】
　次に、スクリーン印刷によりポリイミドペースト（日立化成製ＨＰ－１０００）を所定
の箇所に塗布し、１２０℃のホットプレート上で３分間熱処理して仮硬化させた。
【００５２】
　続いて、スクリーン印刷により、基板の裏面に熱硬化型Ａｇペースト（大研化学工業製
ＣＡ－８５９０Ｂ）を塗布し、１７０℃のホットプレート上で１分間乾燥させてから３０
０℃で５分間熱処理した。なお、熱硬化型Ａｇペーストを塗布する際、エミッタバスバー
用の熱硬化型Ａｇペーストをベース電極と電気的に絶縁するように塗布し、ベースバスバ
ー用の熱硬化型Ａｇペーストをエミッタ電極と電気的に絶縁するように塗布した（図１参
照）。上記の熱処理により、ポリイミドペーストと熱硬化型Ａｇペーストとを同時硬化さ
せた。すなわち、熱硬化型Ａｇペーストを硬化させてエミッタバスバー及びベースバスバ
ーとする工程の少なくとも一部と、ポリイミドペーストを本硬化させて絶縁膜とする工程
の少なくとも一部とが同時に行われた。このようにして太陽電池セルを得た。
【００５３】
　作製した太陽電池の出力特性をキセノンランプ光源式の疑似太陽光を使って測定した。
【００５４】
（実施例２）
　実施例１と同様の基板を使用し、同様の太陽電池製造工程によりエミッタ電極とベース
電極の形成までを行った。
【００５５】
　次に、スクリーン印刷によりエポキシペースト（信越化学工業製ＳＦＸ５１３Ｍ１ＬＣ
）を所定の箇所に塗布し、１７０℃のホットプレート上で１分間熱処理して仮硬化させた
。
【００５６】
　以降の工程を実施例１と同様に行い、太陽電池セルを得た。
【００５７】
　作製した太陽電池の出力特性をキセノンランプ光源式の疑似太陽光を使って測定した。
【００５８】
（比較例１）
　実施例１と同様の基板を使用し、同様の太陽電池製造工程によりエミッタ電極とベース
電極の形成までを行った。
【００５９】
　次に、スクリーン印刷によりポリイミドペースト（日立化成製ＨＰ－１０００）を所定
の箇所に塗布し、１００℃のホットプレート上で３分間熱処理して乾燥させた。このとき
、ポリイミドペーストは仮硬化されていなかった。
【００６０】
　以降の工程を実施例１と同様に行い、太陽電池セルを得た。
【００６１】
　作製した太陽電池の出力特性をキセノンランプ光源式の疑似太陽光を使って測定した。
【００６２】
（比較例２）
　実施例１と同様の基板を使用し、同様の太陽電池製造工程によりエミッタ電極とベース
電極の形成までを行った。
【００６３】
　次に、スクリーン印刷によりポリイミドペースト（日立化成製ＨＰ－１０００）を所定
の箇所に塗布し、１００℃のホットプレート上で３分間熱処理して乾燥させてから、２０
０℃ホットプレート上で１時間熱処理して硬化させた。すなわち、エミッタバスバーとベ
ースバスバー形成用の熱硬化型Ａｇペーストを塗布する前にポリイミドペーストを本硬化
させた。
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【００６４】
　以降の工程を実施例１と同様に行い、太陽電池セルを得た。
【００６５】
　作製した太陽電池の出力特性をキセノンランプ光源式の疑似太陽光を使って測定した。
【００６６】
　表１に実施例１、２及び比較例１、２の太陽電池特性を示す。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　表１に示すように、実施例１及び２は、比較例１（導電性ペーストを第１電極と電気的
に絶縁するように塗布する工程が、絶縁膜前駆体を仮硬化させる工程後に行われなかった
例）及び比較例２（導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少なくとも一部と
絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行われなかった
例）よりも高い太陽電池特性を示し、本発明により、簡易な工程で高効率の太陽電池が実
現できることが示された。
【００６９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【要約】
　本発明は、半導体基板の第１主表面に、第１電極を形成する工程と、前記第１電極の少
なくとも一部を覆うように、絶縁膜前駆体を塗布する工程と、前記絶縁膜前駆体を仮硬化
させる工程と、少なくとも前記絶縁膜前駆体上に、導電性ペーストを前記第１電極と電気
的に絶縁するように塗布する工程と、前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工
程と、前記絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程と、を有し、前記導電性ペース
トを前記第１電極と電気的に絶縁するように塗布する工程は、前記絶縁膜前駆体を仮硬化
させる工程後に行われ、前記導電性ペーストを硬化させて第２電極とする工程の少なくと
も一部と前記絶縁膜前駆体を本硬化させて絶縁膜とする工程の少なくとも一部が同時に行
われる太陽電池の製造方法である。これにより、生産性が高く、高い光電変換特性を有す
る太陽電池の製造方法が提供される。
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